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▼一般採用 

土木技術職、建築技術職、電気技術職、 

機械技術職、福祉施設指導員 
 

▼経験者採用 
建築技術職、電気技術職、機械技術職、 

心理判定員（任期付職員） 

 

・ 職種に関わらず別日程との併願受験が可能です。 

(例)春日程で一般事務職を受験した方でも、本試験で土木技術職等の他職種を受験できます。 

 

 
令和７年１０月３０日（木）～１１月１７日（月） 
（※電子申請で申し込みをしてください。最終日の受付は午後５時１５分までです。） 

        
          

 
 

 

※但し、予備日として１２月６日 （土） 

 
富士市役所 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

富士市では、「歴史と伝統をうけつぎ、明日にむかって、豊かな産業と文化の 

まちづくりをすすめるため」（※）に、公務はもちろんのこと、まちづくりなど 

の地域活動にも、積極的にチャレンジできる人材を求めています。（※）「富士市民憲章」前文より  

専門職

 

 試 験 日 令和 ７ 年１２月７日 （日） 

会 場  

令和７年度実施 
                     

案内 

富士市職員 
採用試験 

受付期間 
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１ 試験職種及び採用予定人員 
 

採用予定人員は、退職者の状況等により変更になる場合があります。 

申込できる職種は１つに限ります。申込後の試験職種の変更はできません。 

 

（１） 一般採用 
 

試 験 職 種 
採  用 

予定人員 
業 務 の 内 容 

土木技術職 ５人程度 
市役所本庁、又は出先機関などにおいて、土木技術的

業務に従事します。 

建築技術職 若干人 
市役所本庁、又は出先機関などにおいて、建築技術的

業務に従事します。 

電気技術職 

若干人 

市役所本庁、又は出先機関などにおいて、電気技術的

業務に従事します。 

機械技術職 
市役所本庁、又は出先機関などにおいて、機械技術的

業務に従事します。 

福祉施設指導員 
（社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士） １人 

社会福祉施設などにおいて、利用者の生活支援、身

辺介護等福祉業務に従事します。 

 
 
（２） 経験者採用 
 

試 験 職 種 
採  用 

予定人員 
業 務 の 内 容 

建築技術職 若干人 
市役所本庁、又は出先機関などにおいて、建築技術

的業務に従事します。 

電気技術職 

若干人 

市役所本庁、又は出先機関などにおいて、電気技術

的業務に従事します。 

機械技術職 
市役所本庁、又は出先機関などにおいて、機械技術

的業務に従事します。 

心理判定員 

（任期付職員） 
１人 

富士市立こども発達センターなどにおいて、発達相談

支援及び心理コンサルテーション業務に従事します。 
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２ 受 験 資 格 等 
 

※ 試験区分のうち「大卒程度」は試験内容が大学卒業程度を意味し、受験資格として学歴を問いません。 

※ 今年度既に富士市職員採用試験を受験された方でも、本試験においては他職種を受験することが

できます。 

(例)春日程で一般事務職を受験した方でも、本試験で土木技術職等の他職種を受験できます。 

 

（１） 一般採用 
 

試 験 職 種 試験区分 受  験  資  格 

土木技術職 大卒程度 昭和６０年４月２日以降に生まれた人 (障害者は昭和３９年４月２日以降) 

建築技術職 大卒程度 
昭和６０年４月２日以降に生まれた人 (障害者は昭和３９年４月２日以降)

で、学校教育法による大学・短大等（短大相当を含む。）で建築技術の専門

課程を履修し卒業した人又は令和８年３月に卒業見込みの人 

電気技術職 大卒程度 
昭和６０年４月２日以降に生まれた人 (障害者は昭和３９年４月２日以降)

で、学校教育法による大学・短大等（短大相当を含む。）で電気技術の専門

課程を履修し卒業した人又は令和８年３月に卒業見込みの人 

機械技術職 大卒程度 
昭和６０年４月２日以降に生まれた人 (障害者は昭和３９年４月２日以降)

で、学校教育法による大学・短大等（短大相当を含む。）で機械技術の専門

課程を履修し卒業した人又は令和８年３月に卒業見込みの人 

福祉施設指導員 免許資格職 
昭和６０年４月２日以降に生まれた人で、社会福祉士、介護福祉士、 

精神保健福祉士のいずれかの資格を有する人 
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（２） 経験者採用 
 
＜求める人材＞ 

民間企業等で培われた知識や経験を富士市の行政に活かしたいという強い意欲があり、 

広い視野と柔軟な発想を持ち、直ちに活躍できる人 

 

試 験 職 種 試験区分 受  験  資  格 

建築技術職 大卒程度 
昭和３９年４月２日以降に生まれた人で、平成２８年４月１日以降、 

建築の設計、施工管理の経験（建築士法施行規則第１条の２各号に 

規定する実務に限る。）を通算５年以上有する人（※） 

電気技術職 大卒程度 
昭和３９年４月２日以降に生まれた人で、平成２８年４月１日以降、 

電気設備の設計・施工管理又は上下水道施設の維持管理等に関する 

経験を通算５年以上有する人（※） 

機械技術職 大卒程度 
昭和３９年４月２日以降に生まれた人で、平成２８年４月１日以降、 

機械設備の設計・施工管理又は上下水道施設の維持管理等に関する 

経験を通算５年以上有する人（※） 

心理判定員 

（任期付職員） 
免許資格職 

昭和３９年４月２日以降に生まれた人で、臨床心理士、 
臨床発達心理士、公認心理師のいずれかの資格を有し、実務経験が 
３年以上ある人（※） 

（※）  職務経験期間は、令和８年３月３１日までに経験年数が通算年数に達する場合を含みます。 

また、最終合格者は、内定後に職歴を証明する書類等を提出していただきます。 

（必要な職務経験期間の確認ができない場合は、採用（内定)を取り消します。） 
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◎ 職務経験年数の考え方 

① １つの民間企業等で週３０時間以上の勤務を、満1年以上継続して就業していた期間について、複数のも

のを通算することができます。 職務経験を合算し、1ヶ月未満の期間がある場合は、30日をもって1月と

計算します。 

［例１］ Ａ社２年、Ｂ社１年６ヶ月２０日、Ｃ社１年５ヶ月１０日 

     →４年１１ヶ月３０日→通算５年となり、受験資格あり。 

［例２］ Ａ社４年、Ｂ社６ヶ月２０日、Ｃ社５ヶ月１０日  

     →Ｂ社とＣ社は１年に満たないため、通算４年となり、受験資格なし。 

② 休職・休業期間（育児休業、介護休業、病気休職等）は、職務経験期間に含めることができません。 

③ 同一期間内に複数の職務に従事した場合は、いずれか一つの職歴に限ります。 
 
 

◎ 給与等の例 (経験者採用) 

    大学卒業直後に民間企業等で正規職員として一定期間勤務し、その後に下記職種で採用された場合、 

令和７年４月１日現在における初任給（地域手当を含む。）は、それぞれ次のとおりです。 
 

職務経験年数 
建築技術職、電機技術職、機械技術職、 

心理判定員（任期付職員） 

１０年 ２７１，８１７円 

１５年 ２７８，１００円 

２０年 ２８７，１６４円 

 

※ 初任給は、採用職種の他、学歴や採用される以前の職歴等に応じて、一定の基準により決定します 

  ので、上記の例と異なる場合もあります。 

※ 上記のほか、通勤手当、扶養手当、住居手当、期末勤勉手当などが、それぞれの支給基準に基づき 

支給されます。  
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【注意事項】  

（1） 免許等を要する職種については、令和８年３月３１日までに取得見込みの人、又は令和７年度に行われる国

家試験・資格試験により取得見込みの人を含みます。また､免許等を取得できなかった場合は、採用（内定)を

取り消します。 

（2） 昭和３９年４月２日から昭和６０年４月１日までに生まれた人については、一般採用枠では障害者（※）に限り

土木技術職、建築技術職、電気技術職、機械技術職の職種において受験ができます。 

※障害者は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかの交付を受けている人とします。 

但し、手帳がない方でも以下のいずれかの書類を試験日に提示できる方は受験できます。 

①都道府県知事の定める医師（以下「指定医」という。）又は産業医による障害者の雇用の促進等に関する法律 

別表に掲げる身体障害を有する旨の診断書・意見書（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト 

免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害については、指定医によるものに限る。） 

②児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医又は障害者職業センターに 

よる知的障害者であることの判定書 

試験日に、手帳又は、上記①、②を確認しますので、当日ご持参ください。また、最終合格者は各々の写しを

提出していただきます。 

（3） 次のいずれかに該当する人は受験できません。 

① 日本国籍がない人（令和８年３月３１日までに国籍取得見込みの人は除く） 

② 地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当する人 

○ 拘禁刑以上の刑に処せられ､その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

〇 富士市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

〇 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを 

主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
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３ 試験の方法、日時、会場及び合格発表 
 
 

試 験 職 種 試験科目 試 験 日 会  場 合格発表 

土木技術職 

建築技術職 

電気技術職 

機械技術職 

総合適性検査 

論文試験 

個別面接試験 

令和７年 

１２月７日(日) 

 

【予備日】 

令和７年 

１２月６日(土) 

 
※職種等によって終了 

 時間は異なります。 

富士市役所 

（富士市永田町1-100） 

12月末頃 
市ｳｪﾌﾞｻｲﾄに 

合格者の受験 

番号を掲載 

(合格者のみ通知) 

福祉施設指導員 
（社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士） 

教養試験 

適性検査 

作文試験 

個別面接試験 

心理判定員 

（任期付職員） 

作文試験 

個別面接試験 

 

☆ 総合適性検査（技術職）の時間と出題分野 
 

職   種 時 間 出   題   分   野 

土木技術職 

７０分 
ＳＰＩ（ＧＡＴ）による能力検査（言語的理解、数的理解、論

理的思考等）※性格検査は行いません。 

建築技術職 

電気技術職 

機械技術職 

 

☆ 教養試験の時間と出題分野 
 

職   種 時 間 出   題   分   野 

福祉施設指導員 
（社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士） ２時間 

時事、社会・人文に関する一般知識を問う問題（「自然に 

関する一般知識」の出題はありません。）文章理解、 

判断・数的推理、資料解釈に関する能力を問う問題 
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４ 受験手続 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   （１） 申請方法  

富士市人事課ウェブサイトの「市職員採用情報」にある 

「令和７年度実施 富士市職員採用試験【専門職】」のページより、 

「富士市職員採用試験電子申請フォーム」へ接続してください。 

（電子申請フォームは、１０月３０日（木）午後１時に公開となります。） 
 

≪市職員採用情報≫ 

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/shiseijoho/jinji/saiyo/shishokuin/index.html 
 

   （２） 受験票について 

１１月末までに、登録されたメールアドレスに試験の概要（試験時間など）や受験票を送付します。 

受験票は各自印刷し、試験当日に写真を貼付した上で、持参してください。 

 

 
 
 

 

 

【専門職】                                                

令和 ７年１０月３０日（木） 午後 １時００分から 

 同年１１月１７日（月） 午後 ５時１５分まで 

     

    ※期限に余裕を持ってお申し込みください。 

受 付 期 間 

https://www.city.fuji.shizuoka.jp/shiseijoho/jinji/saiyo/shishokuin/index.html
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電子申請ができない場合（インターネット環境がない等）のみ以下の申請方法で受付します。 

 
 
はじめに、試験申込書、自己紹介書、はがきをご用意ください。 
※ 試験申込書、自己紹介書は市役所８階人事課、２階総合案内、各地区まちづくり 

センターで配布しています（市役所ウェブサイトからダウンロードすることもできます）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

①試験申込書  手書作成の上、人事課へ直接提出してください。 

②自己紹介書  手書作成の上、写真を貼付し、試験申込書とともに提出してください。 

③は が き  返送用の住所、宛名を記載し、窓口で提出してください。必ず85円分

の切手が貼付されていることを確認してください。11月末までに、裏

面に受験票を印刷し返送します。受験票には、試験時間、試験会

場、受験番号などが記載されています｡ 

試験当日に写真を貼付して持参してください。 

 

※直接持参による申込みの受付時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く、 

午前８時３０分から午後５時１５分までです。受付最終日の午後５時１５分以降の 

申込みはできません。 

 

直接持参 

①試験申込書  手書作成の上、封筒に『受験申込』と朱書し、簡易書留で郵送してくだ

さい。  

②自己紹介書  手書作成の上、写真を貼付し提出してください。 

③は が き  返送用の住所、宛名を記載し、「試験申込書」・「自己紹介書」とともに

郵送してください。必ず85円分の切手が貼付されていることを確認し

てください。11月末までに、裏面に受験票を印刷し返送します。受験票

には、試験時間、試験会場、受験番号などが記載されています｡ 

試験当日に写真を貼付して持参してください。 

 

(注)受験申込に必要な上記書類は、信書に該当するため、郵便法により、ゆうメール等は利用できません。 

※申込は、11 月 17 日必着となります。締切日以降に到達した申込書は受付しません。 

 

 

 

郵  送 
（簡易書留） 
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５ 試験結果の開示 
 

 採用試験の結果については、受験者本人に限り下記により開示します。 
 

対象者 開示内容 

試験不合格者 
試験の総合得点、 

科目別得点及び順位 

  

＜請求方法＞    

採用試験の結果については、郵送により開示します。 

希望者は、次の書類等を試験当日に持参してください。 

① 試験結果開示請求書（市ウェブサイトからダウンロード・印刷し、必要事項を記入したもの） 

② 住所、氏名、受験番号を記載し、110円切手を貼った返信用封筒（長形３号、下図参照） 

※ 電話や窓口での開示請求は受け付けていません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

送
付
先
住
所 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

様  

 

受
験
番
号 

○

○
○ 

 

送付用封筒 長形３号 

（タテ 235mm×ヨコ 120mm） 
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６ 採用及び給与 
 

 (1) 最終合格者には、健康診断書を提出していただきます｡ 
 

(2) 最終合格者は、採用候補者名簿に登載され、その中から任命権者が採用者を決定 

     します。採用は、令和８年４月１日の予定です。 

    また、心理判定員は令和９年３月３１日までの任期となりますが、勤務成績等により 

採用された日から３年を超えない範囲内で任期を延長することがあります。 
 

(3) 初 任 給（令和７年４月１日現在） ※一般採用 
 

職   種 

給料月額 (地域手当を含む。) 

大学新卒者 

土木技術職 

建築技術職 

電気技術職 

機械技術職 

福祉施設指導員 

２３２，３６８ 円 

 

① 就職歴等により加算されます（経験者採用の方は、４ページ「給与等の例」をご覧ください）。 

② 年に１回（７月１日）勤務実績に応じて昇給があります。 

③ その他に通勤手当、扶養手当、住居手当、期末勤勉手当などが状況に応じて支給されます。 

 

 

７ 勤務条件 
 

(1) 勤務時間  午前８時３０分から午後５時１５分まで （１日７時間４５分） 

(2) 休   日  土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

(3) 休   暇  年次有給休暇 年間２０日付与 (採用１年目は１５日) 

このほかに特別休暇（夏季休暇、結婚休暇、忌引休暇など）、育児休業制度などが 

あります。 

※ 休日、休暇、勤務時間は、配属先、職種により上記と異なる場合があります。 
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富士市役所 総務部 人事課  
〒417-8601 富士市永田町１丁目１００番地 

電 話 （０５４５）５５－２７１１(直通) 

ＦＡＸ  （０５４５）５３－６６６９ 

メール jinji@div.city.fuji.shizuoka.jp 

富士市ウェブサイト  http://fujishi.jp/ 

 
 

● お問い合わせ 

 

 

 

 

 

富士市役所で働こう︕ 

令和７年度実施 富士市職員採用試験 

mailto:jinji@div.city.fuji.shizuoka.jp
http://fujishi.jp/

